
　広域連合では、被保険者の健康の保持増進と健康寿命の延伸を目的に、健康診査を実施しています。
　また、平成２８年度からは、歯科の健康診査を新たに実施します。一般的な診査項目である「歯（入れ歯）の状況」
の確認のほか、高齢者に特化した診査項目として「口腔（こうくう）機能」を含め、千葉県歯科医師会の協力に
より実施します。対象者は、平成 27年度中に75歳になられたかたとさせていただきます。
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ジェネリック医薬品（後発医薬品）の
使用促進にご協力ください

お問い合わせ先　給付管理課　☎043－216－5013

健康診査の詳細につきましては、お住まいの市町村健康診査担当までお問い合わせください。

広域連合では、みなさまのお薬代の軽減に役立つよう、ジェネリック医薬品の使用促進を行っています。

　広域連合では、次の条件すべてに該当するかたに、お薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合に軽減できる
自己負担額をお知らせしています。
① 生活習慣病や慢性疾患等のお薬を服用されているかた
② １か月あたりの自己負担額（お薬代）が概ね２００円以上安くなるかた
③ 外来診療によりお薬を受け取っているかた

◎ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは？
　ジェネリック医薬品は、先発医薬品（新薬）の特許が切れた後にその有効成分を使用して作られる安価なお薬
の事です。研究開発のコストを抑えることができるため、薬の価格は先発医薬品と比較し、２割から７割（平均し
て半額）に設定されています。

◎ジェネリック医薬品の安全性や効き目は？
　厚生労働省が厳しく審査を行い、効き目や安全性、品質など先発医薬品と
同等であると確認されたものだけが販売を承認されています。

◎ジェネリック医薬品を処方してもらうには？
　まずは、かかりつけの医師や薬局の薬剤師にご相談ください。ただし、
すべての先発医薬品に対してジェネリック医薬品が製造販売されているわけ
ではありません。また、体質などによりジェネリック医薬品に切り替えられないこともあります。

　広域連合では、施術所からの請求内容を確認するために、柔道整復師、はり灸・マッサージ等の施術を受けら
れたかたに、受診内容についてのアンケートをお送りすることがあります。（受診を控えていただく目的ではあり
ません。）
　アンケートが届いた際は、ご協力をお願いいたします。

　法律の改正により、平成２８年１月から市（区）町村窓口に提出する後期高齢者医療に関する書類の一部にマイナ
ンバー（個人番号）の記入が必要になりました。
　また、マイナンバーの記入が必要な書類の提出を行う場合は、マイナンバーの確認をするための書類（平成２７
年中に皆様の住所地へ郵送されました通知カード、市（区）町村へ申請すると交付されるマイナンバーカード（個
人番号カード）、マイナンバーが記載された住民票の写しや住民記載事項証明書のうち、いずれか一つ）と、市
町村が定める本人確認書類（例：運転免許証・保険証）等が必要となります。
　マイナンバーがわからない場合や、その他ご不明な点がある場合は、お住まいの市（区）町村の後期高齢者担
当窓口にお問い合わせください。

　広域連合および市（区）町村職員は業務上マイナンバーを電話や訪問で聞き取ることはありません。
　行政機関をかたる電話や訪問者など、他人にはくれぐれも不用意にマイナンバーを伝えないでください。
　また、マイナンバー制度に便乗して預金口座番号など個人情報を聞かれた場合についても絶対に教えな
いでください。

　上記２つの健康診査を「保健事業実施計画（データヘルス計画）」に盛り込み、多くのかたに受診してい
ただけるよう、市町村及び関係機関と協力しながら取り組んでまいります。

ジェネリック医薬品利用差額通知を送付しています

口腔（こうくう）機能低下や誤嚥性肺炎等の
疾病を予防し、口腔機能を維持、改善するこ
とを目的とする。

千葉県後期高齢者医療被保険者のうち、
昭和15年4月2日～昭和16年4月1日生まれの
かた。（平成27年度に75歳になられたかた）

○口腔診査
　・歯と歯肉の状況
　　（むし歯、歯肉の炎症、かみ合わせなど）
　・口腔機能の状況
　　（舌の動き、物を飲み込む力など）

○口腔衛生指導
　・むし歯、歯周疾患の予防法など

千葉県歯科医師会会員の健診協力医療機関
（広域連合ホームページに健診協力医療機関の名簿掲載）

平成28年 6月1日～平成28年10月 31日

生活習慣病やその傾向があるかたを早期に発
見し、予防や早期治療につなげていくことで、
被保険者の健康の保持・増進に資することを
目的とする。

千葉県後期高齢者医療被保険者

○基本項目
　・診察　・身体計測　・血圧測定
　・血液検査 （脂質、肝機能、血糖）
　・尿検査　 （腎機能、尿糖）

○詳細項目
（一定の基準を満たし、医師が必要と
認めた場合に対象となります。）

市町村ごとに異なる

市町村ごとに異なる

健康診査（歯科）健康診査（医科）

健康診査に係る窓口負担はありません。
（健康診査後の治療に要する費用は、有料となります。）

健康診査
種　　類

目　　的

対 象 者

主    な
健診項目

実施する
医療機関

実施期間

費　　用

アンケートにご協力ください
お問い合わせ先　給付管理課　☎043－216－5013

健康診査を受診しましょう
お問い合わせ先　給付管理課　☎043－216－5013

申請･届出にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要です
お問い合わせ先　総務課　☎043－216－5011

［ちば広域連合だより　第20号］ 平成28年〔2016年〕3月18日発行

ご注意ください !!


